
中間取りまとめに向けた今後の部会の進め方等について 

 

１． 中間取りまとめに向けて：第６回運営会議より（別紙１） 

○ ４月末をめどに行う「中間取りまとめ」については、琵琶湖流域の基本的な考え方、および

治水、利用、環境に関する基本的な方向性を提示するものであり、個別の事業の可否につ

いては言及（決定）しない。 

○ 各部会は、流域委員会として中間とりまとめを提出するまでに、部会としての中間とりまとめ

(盛り込むべき項目とそれを記述した文章)を委員会に提出する。委員会はそれを元に中間

とりまとめを作成する。 

○ 流域委員会から中間とりまとめが提出された後、１～２ヶ月後に河川整備計画の原案が流

域委員会に提出される予定。原案が提出されるまでの間は住民意見に聴取・反映方法等

について委員会・各部会で議論を行う。 

○ 河川整備計画の原案が流域委員会に提出された後、個別メニューの代替案を含む整備計

画についての議論を行う。 

 

２． 次回以降の議論の流れ（案） 

 琵琶湖部会 委員会 

１月 24 日 第 9 回 ・ 総論の続き 

・ 治水の考え方 （前提降雨、安全度、総

合治水の考え方等 

・ 一般からの意見聴取についての方法等 

・ 琵琶湖部会としての中間とりまとめの作

成方法について 

 

２月１日 （委員会）  利水・水需要の考え方 

２月 19 日 第 10 回 ・ 環境について（方向性、計画に盛り込む

べき項目等） 

・ 河川利用について（水面利用、委員会の

議論を受けて利水の議論等） 

 

３月 13 日 第 1１回 ・ 取りまとめ（理念・目標、治水、利水、環

境のバランス、総合的対応） 

 

 

○ 利水・水需要については淀川流域全体の事項であるので委員会での議論を待つ 
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